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第 ６ 号 

令和７年６月２０日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 

ＦＡＸ ３３０－０２２２ 

かいぞう地区 検索 

回 覧 

★日 時  ７月２１日（月・祝）１０：００～１１：００ 

★開催場所  海蔵南公会所 

★内   容  脱水・熱中症予防について 

★対   象  おおむね６５歳以上の方 

★持 ち 物  筆記用具、タオル、マスク、飲み物など各自必要なもの 

★申 込 み  当日、直接会場へお越しください 

      ※自由参加ですので、軽い体操ができる服装でお気軽にお越しください。 
 

参加費：無料 

申込み：不要 

【問合せ先】海蔵在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３３－９８３７ 

 

【問合せ先】高齢福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１７０ 

市が養成した介護予防ボランティア  

  四日市市ヘルスリーダーの会による 

 
対 象：おおむね６５歳以上の市民の方 

会 場：海蔵地区市民センター ２階中会議室 

日 時：７月２８日（月）１０：３０～１２：００ 

持ち物：タオル、飲み物、必要に応じマスク 

内 容：ストレッチ体操、筋トレ、脳トレ、歌など 

その他：申し込み不要・参加費無料 

お願い：参加される方は感染症予防にご協力ください 

認知症予防のための“コグニサイズ”も 

実施しています♪ 

コグニサイズとは、コグニション（認

知）とエクササイズ（運動）を合わせ

た言葉で、国立長寿医療研究センター

で考案された、認知症予防の運動方法

です。 

                                           

 

 

 

７月主な行事予定 

紙芝居・絵本の読み聞かせ 

２日(水)14：00～ 

 
開催時間 9：30～11：30 

１日（火）、３日（木）、８日（火）、１０日（木）、 

１５日（火）、１７日（木）、２２日（火）、２４日（木）、 

２９日           

 

・海蔵地区くすの木サロン 

毎週火曜日 10：00～ 

・野田公会所 １８日(金)13：30～ 

１６日（水）阿倉川町         10:00～10:40 ピアゴ北側駐車場 

１６日（水）東阿倉川町１区      10:50～11:20 公文式あくら川教室前 

１８日（金）みゆきヶ丘二丁目   13:30～14:10 自治会管理駐車場 

２９日（火）海蔵地区市民センター 10:00～10:30 センター駐車場 

（火）、３１日（木） 
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【海蔵地区人権・同和教育推進協議会】 

今やインターネットは私たちにとって「必要不可欠」なツールとなり、特にスマートフォン

やタブレット端末は子どもから大人まで、仕事・学校の授業・プライベートを問わず、常に持

ち歩くことが当たり前になっています。しかし一方で、この便利な道具を通じて、深刻なトラ

ブルが生じています。それは SNSを中心とした誹謗中傷、いじめ、デマの拡散等々です。 

 今回の地区懇談会は、ネットでの誹謗中傷と闘い、乗り越えた、芸人のスマイリーキクチさ

んの実際の事例を見て、皆様と「インターネットにおける人権」を考えたいと思います。 

お気軽にお近くの会場へ足を運んでいただきますよう、お待ちしております。 

・７月１８日(金) １９：００～２１：００ 野田公会所 

・８月２２日(金) １９：００～２１：００ 海蔵南公会所 

・９月１２日(金)  １９：００～２１：００ 西阿倉川公会所（浄覚寺隣接） 

 

入場無料  
申込み不要 

 

第２回消費者講座「特殊詐欺の手口と対策」を開催します！ 

四日市市では、市民の皆さんに消費をはじめ生活全般に関して役立つ知識をお伝えするため、

消費者講座を開催しています。 

第２回は、還付金詐欺や架空請求といった特殊詐欺について、その手口と対策をわかりやすく

お話しいただきます。 

■日 時  ７月１６日（水）１４：００〜１５：３０ 

■場 所  総合会館７階 第 1研修室 

■講 師  四日市北警察署 生活安全課 

■テーマ  「特殊詐欺の手口と対策」 

■定 員  ５０名（事前申込不要） 

■参加料  無料 

【問合せ先】 市民・消費生活相談室  ＴＥＬ ３５４－８１４７ 

令和７年１月２日以降に、家屋を新築または増築した人には、市役所資産税課から家屋調査

の手紙をお送りします。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるも

のです。手紙が届きましたら調査にご協力をお願いします。 

また、相続・売買・贈与などにより未登記の家屋の名義変更をした場合は、「家屋補充課税

台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

【問合せ先】資産税課家屋係 ＴＥＬ ３５４－８１３５ ＦＡＸ ３５４－８３０９  
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◆コンビニ交付サービスの一時停止について 
メンテナンス作業のため、下記のとおりコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日時         ■停止するサービス  

 ・７月１６日（水）終日     ・すべての証明書 

【問合せ先】市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２  ＦＡＸ ３５９－０２８２ 

結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、結婚祝金を交付しています。 

ぜひご活用ください。 

■対  象：次の条件をすべて満たす人 

（１）令和５年４月１日以降に結婚した夫婦 

    ※婚姻届出日から６か月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 

（２）婚姻届提出日時点で、夫婦ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受け 

ていない方 

（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、夫婦が本市に居住し住民登録がある方 

（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、夫婦が本市に定住する意思がある方 

（５）夫婦ともに税金を完納している方 

■交 付 額：１夫婦あたり１０万円 

■申  請：次の書類を直接、または郵送で、〒510-8601 こども未来課（総合会館 3階）へ 

（１）結婚祝金交付申請書 

（２）夫婦の戸籍謄本（夫婦ともに外国籍の方は婚姻届の受理証明書） 

（３）住民票（世帯全員、または夫婦） 

（４）夫婦それぞれの完納証明書（四日市市が発行するもの） 

※完納証明書は市役所２階市民税課で取得してください。各地区市民センター、 

市民窓口サービスセンターでは取得できませんので、ご注意ください。 

■申請期間：婚姻届出日から６か月以内 

■そ の 他：・結婚祝金交付申請書は、こども未来課のほか、市民課、市民窓口サービス 

センター、各地区市民センター（中部を除く）でお渡ししています。 

市ホームページからも入手できます。 

 

【問合せ先】こども未来課 ＴＥＬ ３５４－８０３８ 

二次元コード 
市ホームページ 

・こども未来課にマイナンバーカードや運転免許証をお持ちいただくと、住所・

名前などの基本情報を交付申請書に印字します。 

四日市市民大学は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただける講座

です。４つのコースがあり、複数コースの受講も可能です。詳しくは、広報よっかいち６月下

旬号または市ホームページをご覧ください。 

申込みはがき付の講座案内は、市民生活課（市役所５階）、各地区市民センターなどにあり

ます。専用フォーム（https://logoform.jp/f/2a5XK）からも申込み可能です。 

申込期間 ６月２０日（金）～７月１８日（金）≪必着≫ 

 
【問合せ先】 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６ 

申込専用フォーム 
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民生委員児童委員ってなぁに？ 

地域住民が安心して過ごせるように一人暮らしの高齢者や支援を必要とする方を訪問する

「見守り活動」をしています。児童委員の役割も兼ねているので、子どもの見守りや子育てに

ついても相談にのっています。委員が直接解決するのではなく、適切な関係機関やサービスへ

つなぐ『つなぎ役』として活動しています。 

 

民生
た み お

のつぶやき 

民生（たみお）クイズ  

四日市市の民生委員児童委員のキャラクター「民生（たみお）」には 

四日市市に由来する特徴が３つあるよ。答えは来月号で 

 

■ 募集内容 地域マネージャー［会計年度任用職員（フルタイム）］ 

■ 募集人数 ２人 

■ 職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

■ 任 期 １０月１日から令和８年３月３１日（年度更新 最長５年） 

■ 勤 務 地 常磐地区市民センター、小山田地区市民センター 

■ 主な受験資格 次の要件を全て満たす人 ①昭和３５年１０月２日以降に生まれた人 

②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人 ③地域社会づくりに深い認識と理

解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人 ④民間企業等で職務経験がある人。

ただし、公務員（正規任用職員）は任用開始日において、退職後３年以上経過している

こと ⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人 ⑥地方公務員法第１６条に

定める欠格条項に該当しない人 ⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資

格を有する人 ⑧普通自動車免許を有する人 ⑨四日市市に在住する人 

■ 募集期間 ７月１日（火）～７月１８日（金）（必着） 

■ 応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を

添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日か

ら金曜日（祝日を除く）の８：３０から１７：１５までにお願いします。 

 
【問合せ先】 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６ 

 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解

を深め、明るい社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さま

のご協力をお願いします。 

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司で

す。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 


